
防 衛 省 訓 令 第 ５ ４ 号

航 空 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ ７ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）

の 施 行 に 伴 い 、 及 び 自 衛 隊 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ ６ ５ 号 ）

第 １ ０ ７ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 無 人 航 空 機 の 飛 行 に 関 す

る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日

防 衛 大 臣 中 谷 元

無 人 航 空 機 の 飛 行 に 関 す る 訓 令

改 正 令 和 ４ 年 1 2月 1 3日 省 訓 第 7 6号

（ 目 的 ）

第 １ 条 自 衛 隊 の 使 用 す る 無 人 航 空 機 の 飛 行 に 関 し て は 、 別

に 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 訓 令 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 訓 令 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。

⑴ 「 幕 僚 長 等 」 と は 、 統 合 幕 僚 長 、 陸 上 幕 僚 長 、 海 上 幕

僚 長 、 航 空 幕 僚 長 、 防 衛 大 学 校 長 、 防 衛 医 科 大 学 校 長 又

は 防 衛 装 備 庁 長 官 を い う 。

⑵ 「 自 衛 隊 の 施 設 内 等 」 と は 、 自 衛 隊 の 施 設 内 又 は 海 上

（ 周 辺 に 人 又 は 船 舶 （ 自 衛 隊 の 船 舶 を 除 く 。 ） そ の 他 の

物 件 が 存 在 し な い 海 上 に 限 る 。 ） を い う 。

⑶ 「 防 衛 大 臣 直 轄 部 隊 等 の 長 」 と は 、 防 衛 大 臣 直 轄 部 隊

及 び 機 関 の 長 、 師 団 長 、 旅 団 長 、 第 １ ヘ リ コ プ タ ー 団 長

並 び に 自 衛 隊 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 に よ り 臨 時 に 編 成 さ れ る

特 別 の 部 隊 の 長 を い う 。

⑷ 「 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 」 と は 、 無 人 航 空 機 を 飛 行

さ せ る 隊 員 が 所 属 す る 部 隊 又 は 機 関 の 長 そ の 他 当 該 飛 行

を 命 じ る 者 を い う 。

（ 安 全 確 保 ）

第 ３ 条 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 無 人 航 空 機 の 飛 行 に つ

い て 必 要 な 知 識 及 び 経 験 を 有 し 、 的 確 に 実 施 で き る 者 に こ

れ を 行 わ せ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 教 育 訓 練 の た め に

無 人 航 空 機 の 飛 行 を 行 わ せ る 場 合 に は 、 こ の 限 り で は な い 。

２ 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て は 、 無 人 航 空 機 を 使 用 す る



者 は 、 必 要 な 知 識 及 び 経 験 を 有 し 、 的 確 に こ れ を 実 施 で き

る 者 に 当 該 飛 行 を 監 督 さ せ な け れ ば な ら な い 。

３ 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 無 人 航 空 機 の 飛 行 を 行 う 者

に 、 事 前 に 、 気 象 、 機 体 の 状 況 、 飛 行 経 路 等 に つ い て 確 認

す る な ど 安 全 確 保 の た め の 対 策 を 講 じ さ せ な け れ ば な ら な

い 。

（ 自 衛 隊 の 施 設 管 理 の 基 準 の 遵 守 ）

第 ４ 条 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 無 人 航 空 機 の 飛 行 を 自

衛 隊 の 施 設 内 で 行 わ せ る 場 合 に は 、 飛 行 場 を 管 理 す る た め

に 発 す る 指 示 及 び 飛 行 場 に つ い て 定 め ら れ た 運 航 上 の 基 準

そ の 他 当 該 施 設 を 管 理 す る た め に 定 め ら れ た 基 準 に 従 わ せ

る も の と す る 。

（ 飛 行 の 禁 止 空 域 ）

第 ５ 条 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 無 人 航 空 機 の 飛 行 を 、

次 に 掲 げ る 空 域 （ 自 衛 隊 の 施 設 内 等 の 上 空 を 除 く 。 ） に お

い て 行 わ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 幕 僚 長 等 が そ の 飛 行 に

よ り 航 空 機 の 航 行 の 安 全 並 び に 地 上 及 び 水 上 の 人 及 び 物 件

の 安 全 が 損 な わ れ る お そ れ が な い と 認 め て 許 可 し た 場 合 に

お い て は 、 こ の 限 り で な い 。

⑴ 無 人 航 空 機 の 飛 行 に よ り 航 空 機 の 航 行 の 安 全 に 影 響 を

及 ぼ す お そ れ が あ る も の と し て 航 空 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２

７ 年 運 輸 省 令 第 ５ ６ 号 ） 第 ２ ３ ６ 条 の ７ １ 第 １ 項 で 定 め

る 空 域

⑵ 前 号 に 掲 げ る 空 域 以 外 の 空 域 で あ っ て 、 航 空 法 施 行 規

則 第 ２ ３ ６ 条 の ７ ２ で 定 め る 人 又 は 家 屋 の 密 集 し て い る

地 域 の 上 空

２ 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 者 は 、 そ の 飛 行 を 開 始 す る 前 に

、 当 該 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 空 域 が 航 空 法 施 行 規 則 第 ２

３ ６ 条 の ７ １ 第 １ 項 第 ４ 号 の 緊 急 用 務 空 域 に 該 当 す る か 否

か の 別 を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。

３ 幕 僚 長 等 は 、 第 １ 項 の 許 可 に 係 る 権 限 の 一 部 を 防 衛 大 臣

直 轄 部 隊 等 の 長 に 委 任 す る こ と が で き る 。

４ 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は

、 次 の 各 号 に 定 め る 空 域 （ 自 衛 隊 の 施 設 内 等 の 上 空 を 含 む 。

） の 飛 行 を 行 わ せ る と き は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 者

と 調 整 し 、 航 空 法 施 行 規 則 第 ２ ３ ６ 条 の ７ ４ に 掲 げ る 事 項

を 国 土 交 通 大 臣 に 通 報 さ せ な け れ ば な ら な い 。



⑴ 航 空 法 施 行 規 則 第 ２ ３ ６ 条 の ７ １ 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第

３ 号 ま で の 空 域 当 該 空 域 を 管 轄 す る 航 空 交 通 管 制 機 関

及 び 飛 行 に 係 る 進 入 表 面 等 を 管 理 す る 飛 行 場 設 置 管 理 者

⑵ 航 空 法 施 行 規 則 第 ２ ３ ６ 条 の ７ １ 第 １ 項 第 ５ 号 の 空 域

当 該 空 域 を 管 轄 す る 航 空 交 通 管 制 機 関

（ 飛 行 の 方 法 ）

第 ６ 条 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 者 は 、 飛 行 前 に 次 に 掲 げ る

事 項 を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。

⑴ 当 該 無 人 航 空 機 の 状 況

⑵ 当 該 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 空 域 及 び そ の 周 囲 の 状 況

⑶ 当 該 飛 行 に 必 要 な 気 象 情 報

⑷ 燃 料 の 搭 載 量 又 は バ ッ テ リ ー の 残 量

２ 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 自 衛 隊 の 施 設 内 等 の 上 空 以

外 に お い て 無 人 航 空 機 の 飛 行 を 行 わ せ る 場 合 に は 、 次 に 掲

げ る 方 法 に よ り こ れ を 行 わ せ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

幕 僚 長 等 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 方 法 の い ず れ か に よ ら ず に 飛 行 を 行 わ せ る こ と が 航

空 機 の 航 行 の 安 全 並 び に 地 上 及 び 水 上 の 人 及 び 物 件 の 安 全

を 損 な う お そ れ が な い こ と に つ い て 幕 僚 長 等 の 承 認 を 受 け

た と き は 、 そ の 承 認 を 受 け た と こ ろ に 従 い 、 飛 行 を 行 わ せ

る こ と が で き る 。

⑴ 日 出 か ら 日 没 ま で の 間 に お い て 飛 行 さ せ る こ と 。

⑵ 当 該 無 人 航 空 機 及 び そ の 周 囲 の 状 況 を 目 視 そ の 他 の 手

段 に よ り 常 時 監 視 し て 飛 行 さ せ る こ と 。

⑶ 当 該 無 人 航 空 機 と 地 上 又 は 水 上 の 人 又 は 物 件 と の 間 に

航 空 法 施 行 規 則 第 ２ ３ ６ 条 の ７ ９ で 定 め る 距 離 を 保 っ て

飛 行 さ せ る こ と 。

⑷ 祭 礼 、 縁 日 、 展 示 会 そ の 他 の 多 数 の 者 の 集 合 す る 催 し

が 行 わ れ て い る 場 所 の 上 空 以 外 の 空 域 に お い て 飛 行 さ せ

る こ と 。

⑸ 当 該 無 人 航 空 機 に よ り 爆 発 性 又 は 易 燃 性 を 有 す る 物 件

そ の 他 人 に 危 害 を 与 え 、 又 は 他 の 物 件 を 損 傷 す る お そ れ

が あ る 物 件 で 航 空 法 施 行 規 則 第 ２ ３ ６ 条 の ８ ０ で 定 め る

も の を 輸 送 し な い こ と 。

⑹ 地 上 又 は 水 上 の 人 又 は 物 件 に 危 害 を 与 え 、 又 は 損 傷 を

及 ぼ す お そ れ が な い 場 合 を 除 き 、 当 該 無 人 航 空 機 か ら 物

件 を 投 下 し な い こ と 。



３ 幕 僚 長 等 は 、 前 項 の 承 認 に 係 る 権 限 の 一 部 を 防 衛 大 臣 直

轄 部 隊 等 の 長 に 委 任 す る こ と が で き る 。

（ 第 三 者 が 立 ち 入 っ た 場 合 の 措 置 ）

第 ７ 条 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 者 は 、 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に

掲 げ る 空 域 に お け る 飛 行 又 は 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 方 法

の い ず れ か に よ ら な い 飛 行 （ い ず れ も 自 衛 隊 の 施 設 内 等 以

外 の 上 空 に お け る 飛 行 に 限 る 。 以 下 「 特 定 飛 行 」 と い う 。

） を 行 う 場 合 に お い て 当 該 特 定 飛 行 中 の 無 人 航 空 機 の 下 に

人 の 立 入 り 又 は そ の お そ れ の あ る こ と を 確 認 し た と き は 、

直 ち に 当 該 無 人 航 空 機 の 飛 行 を 停 止 し 、 飛 行 経 路 の 変 更 、

航 空 機 の 航 行 の 安 全 並 び に 地 上 及 び 水 上 の 人 及 び 物 件 の 安

全 を 損 な う お そ れ が な い 場 所 へ の 着 陸 そ の 他 の 必 要 な 措 置

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 幕 僚 長 等 が 地 上 及 び 水

上 の 人 の 安 全 が 損 な わ れ る お そ れ が な い と 認 め て あ ら か じ

め 許 可 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 幕 僚 長 等 は 、 前 項 の 許 可 に 係 る 権 限 の 一 部 を 防 衛 大 臣 直

轄 部 隊 等 の 長 に 委 任 す る こ と が で き る 。

（ 飛 行 計 画 の 確 認 ）

第 ８ 条 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 特 定 飛 行 を 行 う 場 合 に

は 、 飛 行 を 予 定 す る 空 域 に お け る 自 衛 隊 以 外 の 無 人 航 空 機

の 飛 行 計 画 を 確 認 し 、 空 域 が 重 複 す る 場 合 は 、 原 則 と し て

自 衛 隊 以 外 の 無 人 航 空 機 の 飛 行 経 路 を 回 避 し て 飛 行 さ せ な

け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 者 は

、 特 段 の 注 意 を も っ て 飛 行 経 路 周 辺 に お け る 他 の 無 人 航 空

機 及 び 航 空 機 の 有 無 等 を 確 認 し 、 安 全 確 保 に 努 め な け れ ば

な ら な い 。

３ 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 特 定 飛 行 を 行 う 場 合 に お い

て は 、 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 空 域 に お い て 、 自 衛 隊 の 使

用 す る 他 の 無 人 航 空 機 の 飛 行 又 は そ の 計 画 を 確 認 し た と き

は 、 相 互 に 調 整 を 行 い 、 安 全 確 保 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 飛 行 日 誌 ）

第 ９ 条 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 は 、 特 定 飛 行 を 行 う 場 合 に

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 内 容 を 記 載 し た 飛 行 日 誌 を 備 え な け

れ ば な ら な い 。

⑴ 無 人 航 空 機 の 型 式 、 製 造 者 及 び 製 造 番 号

⑵ 無 人 航 空 機 の 飛 行 に 関 す る 次 の 記 録



ア 飛 行 年 月 日

イ 飛 行 さ せ た 者 の 階 級 及 び 氏 名

ウ 飛 行 の 目 的 及 び 経 路

エ 離 陸 及 び 着 陸 の 場 所 及 び 時 刻

オ 飛 行 さ せ た 飛 行 禁 止 空 域 及 び 飛 行 の 方 法

カ 製 造 後 の 総 飛 行 時 間

キ 飛 行 の 安 全 に 影 響 の あ っ た 事 項 の 有 無 及 び そ の 内 容

⑶ 不 具 合 及 び そ の 対 応 に 関 す る 次 の 記 録

ア 不 具 合 の 発 生 年 月 日 及 び そ の 内 容

イ 対 応 を 行 っ た 年 月 日 及 び そ の 内 容 並 び に 確 認 を 行 っ

た 者 の 階 級 及 び 氏 名

⑷ 日 常 点 検 に 関 す る 次 の 記 録

ア 実 施 年 月 日 及 び 場 所

イ 実 施 者 の 階 級 及 び 氏 名

ウ 点 検 項 目 ご と の 日 常 点 検 の 結 果

⑸ 点 検 整 備 に 関 す る 次 の 記 録

ア 実 施 年 月 日 及 び 場 所

イ 実 施 者 の 階 級 及 び 氏 名

ウ 点 検 整 備 の 内 容

エ 実 施 の 理 由

⑹ そ の 他 特 記 事 項

（ 事 故 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 事 態 が 発 生 し

た 場 合 の 報 告 ）

第 １ ０ 条 無 人 航 空 機 を 飛 行 さ せ る 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 態 が 発 生 し た と 認 め た と き は 、 当 該 事 態 に つ い て 判 明 し

た 事 項 を 幕 僚 長 等 へ 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

⑴ 飛 行 中 の 航 空 機 と の 衝 突 又 は 接 触 の お そ れ が あ っ た 事

態

⑵ 無 人 航 空 機 の 制 御 が 不 能 と な っ た 事 態

⑶ 無 人 航 空 機 が 飛 行 中 に 発 火 し た 事 態

２ 前 項 の 報 告 を 受 け た 幕 僚 長 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項

に つ い て 判 明 し た 事 項 を 防 衛 大 臣 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。

⑴ 報 告 に 係 る 事 態 が 発 生 し た 無 人 航 空 機 の 型 式 、 製 造 者

及 び 製 造 番 号

⑵ 無 人 航 空 機 を 使 用 す る 者 及 び 飛 行 さ せ た 者 の 階 級 、 氏

名 、 年 齢 及 び 所 属 部 隊 又 は 機 関



⑶ 報 告 に 係 る 事 態 が 発 生 し た 日 時 、 場 所 及 び 天 候

⑷ 第 ５ 条 の 許 可 又 は 第 ６ 条 の 承 認 を 受 け た 年 月 日 及 び 当

該 許 可 又 は 承 認 の 番 号 （ 許 可 又 は 承 認 を 受 け た 場 合 に 限

る 。 ）

⑸ 飛 行 の 目 的 及 び 概 要

⑹ 報 告 に 係 る 事 態 の 概 要

⑺ 無 人 航 空 機 の 損 壊 概 要

⑻ そ の 他 参 考 と な る 事 項

（ 特 例 ）

第 １ １ 条 第 ５ 条 か ら 第 ９ 条 ま で の 規 定 は 、 自 衛 隊 法 第 ６ 章

の 規 定 に 基 づ く 行 動 そ の 他 の 緊 急 を 要 す る 任 務 の た め に 行

う 無 人 航 空 機 の 飛 行 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

第 １ ２ 条 こ の 訓 令 の 規 定 に よ り 難 い と き は 、 防 衛 大 臣 は 、

国 土 交 通 大 臣 と 協 議 の 上 、 別 段 の 指 示 を す る も の と す る 。

（ 委 任 規 定 ）

第 １ ３ 条 こ の 訓 令 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 幕 僚 長 等 が

定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 １ 条 こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 航 空 従 事 者 技 能 証 明 及 び 計 器 飛 行 証 明 に 関 す る 訓 令 の 一

部 改 正 ）

第 ２ 条 航 空 従 事 者 技 能 証 明 及 び 計 器 飛 行 証 明 に 関 す る 訓 令

（ 昭 和 ３ ０ 年 防 衛 庁 訓 令 第 ２ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 ２ 条 中 「 自 衛 隊 の 使 用 す る 航 空 機 （ 以 下 本 則 中 に お い

て 「 航 空 機 」 と い う 。 ） 」 を 「 航 空 機 （ 航 空 法 （ 昭 和 ２ ７

年 法 律 第 ２ ３ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 航 空 機 で あ つ

て 、 自 衛 隊 の 使 用 す る も の を い う 。 以 下 本 則 に お い て 同 じ 。

） 」 に 改 め る 。

別 紙 第 １ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 航 空 機 」 の 次 に 「 （ 航 空

法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 航 空 機 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」

を 加 え る 。

別 紙 第 １ 第 ３ 項 第 ２ 号 中 「 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ３ １ 号

） 」 を 削 る 。

（ 航 空 機 の 運 航 に 関 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ）

第 ３ 条 航 空 機 の 運 航 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 ３ １ 年 防 衛 庁 訓 令



第 ３ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 中 「 航 空 機 」 の 次 に 「 （ 航 空 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律

第 ２ ３ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 ５ 条 中 「 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ３ １ 号 ） 」 を 削 る 。

（ 飛 行 場 及 び 航 空 保 安 施 設 の 設 置 及 び 管 理 の 基 準 に 関 す る

訓 令 の 一 部 改 正 ）

第 ４ 条 飛 行 場 及 び 航 空 保 安 施 設 の 設 置 及 び 管 理 の 基 準 に 関

す る 訓 令 （ 昭 和 ３ ３ 年 防 衛 庁 訓 令 第 １ ０ ５ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 航 空 機 」 の 次 に 「 （ 航 空 法 （ 昭

和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ３ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る も の を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 ８ 条 中 「 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ３ １ 号 ） 」 を 削 る 。

（ 航 空 機 の 安 全 性 の 確 保 に 関 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ）

第 ５ 条 航 空 機 の 安 全 性 の 確 保 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 ７ 年 防 衛

庁 訓 令 第 ３ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 中 「 航 空 機 」 の 次 に 「 （ 航 空 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律

第 ２ ３ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ） 」 を 加 え る 。

附 則 （ 令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ３ 日 省 訓 第 ７ ６ 号 ）

こ の 訓 令 は 、 令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。


